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新成長戦略について 

「 新成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～ 」（平成２２年６月１８日閣議決定） 

 

《工程表に記載された専修学校関係事項》 
 
○アジア経済戦略 ～ヒト・モノ・カネの流れ倍増（アジアの成長を取り込むための改革の推進）～ 
  ■留学生等 
     ２０１０年度～２０１３年度までに実施する事項 
          ☆専門学校への留学生支援 
     ２０２０年までに実現すべき成果目標 
          ☆留学生受入れ３０万人達成 
 
○雇用・人材戦略 ～「出番」と「居場所」のある国・日本～ ② 
  ■「実践キャリア・アップ戦略」の推進 
     ２０１１年度～２０１３年度までに実施すべき事項 
          ☆職業能力を客観的に評価する「キャリア段位」制度の導入（日本版ＮＶＱの創設） 
          ☆大学・専門学校等の教育システムとの連携 
     ２０２０年までに実現すべき成果目標 
          ☆日本版ＮＶＱへの発展 
          ☆専修学校での社会人受入れ総数：１５万人 
 
○雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～ ③ 
  ■世界と日本を支える人材を生み出す高等教育 
     ２０１０年度～２０１３年度に実施する事項 
          ☆専修学校への単位制・通信制の導入 
          ☆サーティフィケート（履修証明）の制度・運用改善 
          ☆情報通信技術関連等主な職業分野に関する教育プログラムの開発 
     ２０２０年までに実現すべき成果目標 

☆ 社会人入学者数の増加 



 

第１章 新成長戦略－「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の実現 

※ 前 略 

（｢強い経済｣の実現） 

一昨年の世界金融危機は、外需に過度に依存していた我が国経済を直撃し、他の国以上に深刻なダメージを与えた｡強い経済を実現する

ためには、安定した内需と外需を創造し、産業競争力の強化とあわせて、富が広く循環する経済構造を築く必要がある。 

需要を創造するための鍵が、｢課題解決型｣の国家戦略である。現在の経済社会に山積する新たな課題に正面から向き合い、その処方等

を提示することにより、新たな需要と雇用の創造を目指す。この考え方に立ち｢新成長戦略｣では、｢グリーン･イノベーション｣、｢ライフ･

イノベーション｣、｢アジア経済｣、｢観光･地域｣を成長分野に掲げ、これらを支える基盤として｢科学･技術・情報通信｣、｢雇用･人材｣、「金

融」に関する戦略を実施する。 

※ 中 略 

第六の｢雇用･人材戦略｣により、成長分野を担う人材の育成を推進する。少子高齢化に伴う労働人口の減少という制約を跳ね返すため、

若者や女性､高齢者の就業率向上を目指す｡さらに、非正規労働者の正規雇用化を含めた雇用の安定確保、産業構造の変化に対応した成長

分野を中心とする実践的な能力育成の推進、ディーセント･ワーク、すなわち、人間らしい働きがいのある仕事の実現を目指す。女性の

能力を発揮する機会を増やす環境を抜本的に整備し、｢男女共同参画社会｣の実現を推進する。 

「強い人材」すなわち将来にわたって付加価値を創出し、持続可能な成長を担う若年層や知的創造性（知恵）（ソフトパワー）の育成は、

成長の原動力である。教育、スポーツ、文化など様々な分野で、国民一人ひとりの能力を高めることにより、厚みのある人材層を形成する。 

「強い人材」の実現が、成長の原動力として未来への投資であることを踏まえ、教育力や研究開発力に関し世界最高水準を目指し、効

果的な施策に対する公的投資を拡充する。 

※ 後 略 

 
 



第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

フロンティアの開拓による成長  

 (３) アジア経済戦略 

【2020 年までの目標】 

『アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を構築』、『アジアの成長を取り込むための国内改革の推進、ヒト・モノ・カネの流れ倍増』、『「アジ

アの所得倍増」を通じた成長機会の拡大』 

～「架け橋国家」として成長する国・日本～ 

※前 略 

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト・モノ・カネの流れ倍増） 

同時に、日本国内においても、アジアを中心に世界とのヒト・モノ・カネの流れの障壁をできるだけ除去することが必要である。ヒト・

モノ・カネの日本への流れを倍増させることを目標とし、例えば、その流れの阻害要因となっている規制を大胆に見直すなど、日本とし

ても重点的な国内改革も積極的に進める。具体的には、羽田の 24 時間国際拠点空港化やオープン・スカイ構想の推進、ポスト・パナマッ

クス船対応の国際コンテナ・バルク戦略港湾の整備等により、外国人観光客やビジネスマン等のヒトの流れやモノの流れを作り出す。ま

た、外国人学生の受入れ拡大、研究者や専門性を必要とする職種の海外人材が働きやすい国内体制の整備を行うほか、貿易関連手続の一

層の円滑化を図るとともに、海外進出した企業が現地であげた収益を国内に戻しやすくする。加えて、金融や運輸等のサービス分野の国

際競争力を強化し、その流れの円滑化を図る。さらには、アジアや世界との大学、科学・技術、文化、スポーツ、青少年等の交流・協力

を促進しつつ、国際的に活躍できる人材の育成を進める。 

※後 略 



成長を支えるプラット・フォーム 

（６）雇用・人材戦略 

～「出番」と「居場所」のある国・日本～ 

【2020 年までの目標】 

『20～64 歳の就業率 80％、15 歳以上の就業率 57％』、『20～34 歳の就業率 77％』、『若者フリーター数 124 万人、地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事

業によるニートの進路決定者数 10 万人』、『25 歳～44 歳までの女性就業率 73％、第１子出産前後の女性の継続就業率 55％、男性の育児休

業取得率 13％』、『60 歳～64 歳までの就業率 63％』、『障がい者の実雇用率 1.8％、国における障がい者就労施設等への発注拡大８億円』、

『ジョブ・カード取得者 300 万人、大学のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施率 100％、大学への社会人入学者数９万人、 専修学校での社会人受入れ総数 15 万人 

、自己啓発を行っている労働者の割合：正社員 70％、非正社員 50％、公共職業訓練受講者の就職率：施設内 80％、委託 65％』、『年次有

給休暇取得率 70％、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合５割減』、『最低賃金引上げ：全国最低 800 円、全国平均 1000 円』、『労働災害

発生件数３割減、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合 100％、受動喫煙の無い職場の実現』 

これらの目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、労使のリーダー、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。また、これら

の目標値は、「新成長戦略」において、「2020 年度までの平均で、名目３％、実質２％を上回る成長」等としていることを前提。 

※前 略 

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築） 

北欧の「積極的労働市場政策」の視点を踏まえ、生活保障とともに、失業をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技術を身

につけるチャンスに変える社会を構築することが、成長力を支えることとなる。このため、「第二セーフティネット」の整備（求職者支援

制度の創設等）や雇用保険制度の機能強化に取り組む。また、非正規労働者を含めた、社会全体に通ずる職業能力開発・評価制度を構築

するため、現在の「ジョブ・カード制度」を「日本版NVQ（National Vocational Qualification）」へと発展させていく。 

※NVQ は、英国で 20 年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度。訓練や仕事の実績を客観的に評価し、再就職やキャリ

アアップにつなげる役割を果たしている。 

※ 後 略



～子どもの笑顔あふれる国・日本～ 

【2020 年までの目標】 

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継続的上昇を通じ、人口の急激な減少傾向に歯止め』、『速やかに就

学前・就学期の待機児童を解消』、『出産・子育ての後、働くことを希望するすべての人が仕事に復帰』、『国際的な学習到達度調査で常に

世界トップレベルの順位へ』 

※前 略 

（質の高い教育による厚い人材層） 

成長の原動力として何より重要なことは、国民全員に質の高い教育を受ける機会を保障し、様々な分野において厚みのある人材層を形

成することである。すべての子どもが希望する教育を受け、人生の基盤となる力を蓄えるとともに、将来の日本、世界を支える人材とな

るよう育てていく。 

このため、初等・中等教育においては、教員の資質向上や民間人の活用を含めた地域での教育支援体制の強化等による教育の質の向上

とともに、高校の実質無償化により、社会全体のサポートの下、すべての子どもが後期中等教育を受けられるようにする。その結果、国

際的な学習到達度調査において日本が世界トップレベルの順位となることを目指す。 

また、高等教育においては、奨学金制度の充実、大学の質の保証や国際化、大学院教育の充実・強化、学生の起業力の育成を含めた職

業教育の推進など、進学の機会拡大と高等教育の充実のための取組を進め、未来に挑戦する心を持って国際的に活躍できる人材を育成

する。 

さらに、教育に対する需要を作り出し、これを成長分野としていくため、外国人学生の積極的受入れとともに、民間の教育サービスの

健全な発展を図る。 

 

 



《21 世紀の日本の復活に向けた 21 の国家戦略プロジェクト》 

（21 の国家戦略プロジェクトの選定） 

「新成長戦略」においては、各戦略分野での成果を確実なものとするため、規制の緩和や府省の壁を乗り越えた推進体制を構築すると

ともに、成長を支えるプラット・フォームに「金融戦略」を加え、７つの戦略分野における有効な施策を選定している。そのうち、経済

成長に特に貢献度が高いと考えられる 21 の施策を、国家戦略プロジェクトとし、これをブレークスルーとして、各分野の攻略を強力に進

めることにする。 

21 の国家戦略プロジェクトは、第２章にある経済成長に大きな貢献が期待される分野から、政策の優先順位の判断基準に照らして選定する。 

 

フロンティアの開拓による成長 

 Ⅲ．アジア展開における国家戦略プロジェクト 

 ８．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大  

我が国の教育機関・企業を、積極的に海外との交流を求め、又は国内のグローバル化に対応する人材を生み出す場とするため、外国語

教育や外国人学生・日本人学生の垣根を越えた協働教育をはじめとする高等教育の国際化を支援するほか、外国大学との単位相互認定の

拡大や、外国人教職員・外国人学生の戦略的受入れの促進、外国人学生の日系企業への就職支援等を進める。一方、日本人学生等の留学・

研修への支援等海外経験を増やすための取組についても強化する。 

さらに、優秀な海外人材を我が国に引き寄せるため、欧米やアジアの一部で導入されている「ポイント制」を導入し、職歴や実績等に

優れた外国人に対し、出入国管理制度上の優遇措置を講じる仕組みを導入する。また、現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず、

就業可能な在留資格が付与されない専門・技術人材についても、ポイント制を活用することなどにより入国管理上の要件を見直し、我が

国の労働市場や産業、国民生活に与える影響等を勘案しつつ、海外人材受入れ制度を検討し、結論を得る。 

これらの施策を通じ、海外人材の我が国における集積を拡大することにより、在留高度外国人材の倍増を目指す。また、我が国から海

外への日本人学生等の留学・研修等の交流を 30 万人、質の高い外国人学生の受入れを 30 万人にすることを目指す。 

あわせて、海外の現地人材の育成も官民が協力して進める。 



 ９．知的財産・標準化戦略とクール・ジャパンの海外展開  

日本の強みを成長につなげる取組を強化する。 
 

※ 中 略 
 

また、我が国のファッション、コンテンツ、デザイン、食、伝統・文化・観光、音楽などの「クール・ジャパン」は、その潜在力が成長に

結びついておらず、今後はこれらのソフトパワーを活用し、その魅力と一体となった製品・サービスを世界に提供することが鍵となっている。 

このため、海外の番組枠の買取り、デジタル配信の強化、海外のコンテンツ流通規制の緩和・撤廃、海賊版の防止、番組の権利処理の

迅速化とともに、民間を中心としたチームによるクール・ジャパン関連産業や地域産品の売込みと海外ビジネス展開支援、人材育成の強

化、海外クリエイター誘致のための在留資格要件の緩和等を行う。 

これらの施策を通じ、戦略分野における日本の国際競争力を強化するとともに、アジアにおけるコンテンツ収入１兆円を実現する。 

 
 

成長を支えるプラット・フォーム  

 Ⅵ．雇用・人材分野における国家戦略プロジェクト 

我が国は、「人づくり」を社会全体で再構築すべき時期に直面している。急激な少子高齢化の中での成長を実現するため、就学前の子ど

もから社会に出て様々な経験を積んだ後の大人まで、生涯を通じた能力･スキル向上の機会を社会全体で提供する。 

 19．「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入 

時代の要請に合った人材を育成・確保するため、実践的な職業能力育成・評価を推進する「実践キャリア・アップ制度」では、介護、

保育、農林水産、環境・エネルギー、観光など新たな成長分野を中心に、英国の職業能力評価制度（NVQ：National Vocational Qualification）

を参考とし、ジョブ・カード制度などの既存のツールを活用した『キャリア段位』を導入・普及する（日本版NVQの創設）。あわせて、育

成プログラムでは、企業内OJTを重視するほか、若者や母子家庭の母親など、まとまった時間が取れない人やリカレント教育向けの「学

習ユニット積上げ方式」の活用や、実践キャリア・アップ制度と専門学校・大学等との連携による学習しやすい効果的なプログラムの構

築を図る。 

同時に、失業をリスクに終わらせず、新たなチャンスに変えるための「セーフティ･ネットワーク」の実現を目指し、長期失業などで生

活上の困難に直面している人々を個別的・継続的・制度横断的に支える「パーソナル・サポート」を導入するほか、就労・自立を支える

「居住セーフティネット」を整備する。 



ヒト・モノ・カネの流れ倍増
（アジアの成長を取り込む

ための改革の推進）

アジアの所得倍増
を通じた

成長機会の拡大

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅢⅢ

 
アジア経済戦略アジア経済戦略

 
～アジアの所得倍増を通じた成長機会の拡大～～アジアの所得倍増を通じた成長機会の拡大～

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

２．クール・ジャパン戦略の推進
・国際共同制作・国内撮影誘致に対するインセンティブ創設

・人材育成の強化

・制作・発表の機会の創出
・海外クリエイターの育成、誘致

知財保護、海外流通規制緩和に対する取組の強化

・模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）（仮称）の交渉妥結

・著作権侵害コンテンツ対策の強化

世界のコンテンツ大国の地位確立
日本ブランドの浸透、価値向上に
よる世界における競争力強化

アジアにおけるコンテンツ収入
１兆円

・国内外のイベント、商談会等を活用した総合的発信、売込み
・国内外クリエイター（映画監督等）による日本の魅力発信

クリエイティブ産業の競争力向上

クール・ジャパンの発信、輸出、海外展開施策の実施

・実施体制の確立
・クール・ジャパン番組の海外放送、
インターネット配信の強化

・デジタルコンテンツ配信・放送、新たなメディア
創出のためのインフラ・法制度整備、標準化

・諸外国におけるコンテンツ規制の緩和
（日中韓コンテンツ参入規制緩和に関する協定の締結検討）

新成長戦略実行計画（行程表）

 

抜粋

ⅢⅢ

 
アジア経済戦略アジア経済戦略

 
～ヒト・モノ・カネの流れ倍増（アジアの成長を取り込むための改革の推進）～～ヒト・モノ・カネの流れ倍増（アジアの成長を取り込むための改革の推進）～

留
学
生
等

大学間単位互換の推進

外国人学生の卒業後の就職支援のための手続きの一層の簡素化・在留資格「留学」と「就学」一本化
・留学生資格外活動許可の見直し

専門学校への留学支援

質の高い外国人学生

30万人の受入れ



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ

 
雇用・人材戦略雇用・人材戦略

 
～「出番」と「居場所」のある国・日本～～「出番」と「居場所」のある国・日本～

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

職業訓練の在り方に関する検討開始

 

（訓練を受ける者の選択に資する仕

 

組みの検討を含む。）

技術革新等に対応した公共職業訓練

 

のカリキュラムの見直し及び教官の養

 

成

６．「実践キャリア・アップ戦略」の推進

・「実践キャリア・アップ戦略」の推進

 

体制の整備
・５か年目標及び導入プランの策定

等

・職業能力を客観的に評価する「キャリア段位」制度の導入（「日本版ＮＶＱ」の創設）
・大学・専門学校等の教育システムとの連携

ジョブ・カード取得者

 

300万人

日本版NVQへの発展

 

大学のインターンシップ実施率：100％
大学への社会人入学者数：９万人

専修学校での社会人受入れ総数：15万人

自己啓発を行っている労働者の割合

正社員70％、非正社員50％
公共職業訓練受講者の就職率：

施設内80％、委託65％ ＊

・民間に委託する公共職業訓練の分

 

野・業務の拡大
・民間活用の際の成果報酬制度の

 

拡充

ⅥⅥ

 
雇用・人材戦略雇用・人材戦略

 
～子どもの笑顔あふれる国・日本～～子どもの笑顔あふれる国・日本～

３．国と未来を開く基礎となる初等中等教育

教育内容の充実

・学習内容定着度の調査やそのデータ蓄積に基づく教育課程の改善等の検討
・産業界や地域人材の活用

重要能力・スキルの確実な習得
・課題発見・解決能力や論理的思考力、コミュニケーション能力の育成
・外国語教育、理数教育、情報教育、キャリア教育・職業教育の充実 OECD生徒の学習到

 
達度調査等で世界トッ

 
プクラスの順位
※後略

子どもの学力と
挑戦力の向上



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ

 
雇用・人材戦略雇用・人材戦略

 
～子どもの笑顔あふれる国・日本～～子どもの笑顔あふれる国・日本～

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

５．世界と日本を支える人材を生み出す高等教育
世界の大学ランキングでの

 

上位校の増加

質の高い外国人学生30万人

 
の受入れ

日本人学生等30万人の海外

 
交流

日本企業のマネジメント層の

 
国際経験を、東アジアトップ

 
レベルに引上げ

社会人入学者数の増加

潜在的就労者の社会参画

大学等の行うキャリアアップ

 
の取組の利便性・質の向上

・大学の外国語教育・国際化の取組への支援と拠点形成、外国大学との大学間交流や相互単位認定の拡大

・大学生・高校生の海外交流支援の強化、外国人教職員・学生の戦略的受入れの促進

・TOEFL/TOEICの大学・企業での活用、外国人学生の日系企業就職支援、企業等におけるグローバル人材の育成・登用の強化

・ジョブ・カードとの連携強化
・多様な人材養成ニーズに応える大学間連携
・地域大学・高等専門学校・専門学校の活用

職業教育の質保証枠組み設定の

 
パイロットプロジェクトの開始

情報通信技術関連等主な職業分野に関する教

 
育プログラムの開発

「社会人の学修支援プラン」の実施

専修学校への単位制・通信制の

 
導入

・大学教育のグローバル化と英語・中国語等の外国語教育の強化
• 日本人学生等の海外交流促進と外国人学生の戦略的獲得

• 国際化対応ビジネス人材の育成

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
る
日
本
人
の
育
成

サーティフィケート（履修証明）の

 
制度・運用改善

「キャリア段位」制度

 
（日本版NVQ）と

大学・専門学校等の

 
教育システムとの連

 
携（2011年度～）



資料１ 

 

実践キャリア・アップ戦略推進チーム 

専門タスクフォースの設置について 

 

 

１．趣旨 

 

 新たな成長分野をはじめとして実践的な職業能力育成（キャリア・ア

ップ）が急務となっている一方で、非正規労働者など能力育成の機会に

恵まれない方々の増大や、企業の人材育成投資の低下が指摘されている。 

こうした状況を踏まえ、４月 26 日雇用戦略対話における鳩山内閣総理

大臣の指示に基づき設置された『実践キャリア・アップ戦略推進チーム』

において、５月 25 日「『実践キャリア・アップ戦略』構想骨子」がとり

まとめられた。 

本骨子に基づき、「専門タスクフォース」を設置し、職業能力評価と教

育・能力開発を結び付け一層の体系化を図った上で、一企業内にとどま

らず社会全体で実践的なキャリア・アップを図る戦略プロジェクトを推

進する。 

 

 

２．メンバー 

 
【専門タスクフォースメンバー】 
 
（主査） 
大久保幸夫  リクルートワークス研究所所長（内閣府参与） 

 
（有識者） 
伊藤  健二   慶應義塾大学大学院特別研究准教授 
今野浩一郎   学習院大学経済学部教授 
樋口  美雄   慶應義塾大学商学部教授 
堀  達也  前北海道知事、北海道開拓記念館館長 
山田    久   日本総合研究所調査部主席研究員 

    
（労使関係） 
青山 伸悦  日本商工会議所理事・産業政策第一部長 
川本 裕康  （社）日本経済団体連合会常務理事 
團野 久茂  日本労働組合総連合会副事務局長 

    
（教育関係） 

e-saitoh
長方形



大越  孝  桜美林大学執行役員・副学長・教授 
亀山  幸吉  淑徳短期大学社会福祉学科教授 
山本  匡  学校法人小山学園理事長 

 
（人材関係団体他） 
小川 健司  （独）情報処理推進機構参事 
佐藤建次郎  （社）日本人材紹介事業協会専務理事 
藤村 伸治  （独）雇用・能力開発機構能力評価課長 
大原  博   （社）日本人材派遣協会副理事長 
山口  満  中央職業能力開発協会能力開発支援部長 

 

 
【事務局】     
内閣府政策統括官（経済財政運営担当） 
内閣府大臣官房審議官（経済財政運営担当） 
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（産業雇用担当） 
 
 

【オブザーバー】  
文部科学省大臣官房生涯学習政策局長 
厚生労働省職業能力開発局長 
経済産業省大臣官房審議官（経済産業政策局担当） 

 

※ 必要に応じ、関係省庁事務方を追加 

 

 

３．検討体制、議事の公開等 

 

・本専門タスクフォースについては、内閣府は事務局として、会合の運

営その他庶務を行う。 

・本専門タスクフォースは、必要があると認めるときは、メンバー以外

の者を会合に出席させ、意見を述べさせ又は説明させることができる。 

・本専門タスクフォースの会合の配布資料と議事要旨については、原則

として公開する。ただし、個別の事情に応じて、非公開とすることが

できる。 

・本専門タスクフォースの下に、個別の分野等に係る専門的な検討を行

う作業部会（ワーキンググループ）を設けることができる。 

 

 



実践キャリアアップ戦略推進チーム

 第１回専門タスクフォース

平成２２年８月３１日

内閣府

資料２

「キャリア段位制度」について

kamatsui
タイプライターテキスト

kamatsui
長方形

kamatsui
テキストボックス
　　　　　　　　　　（一部抜粋版）

kamatsui
ノート注釈
kamatsui : Marked
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『『実践キャリアアップ戦略実践キャリアアップ戦略』』構想骨子①構想骨子①（５月２５日実践キャリアアップ戦略推進チーム）（５月２５日実践キャリアアップ戦略推進チーム）

＜基本的考え方＞

 
「肩書社会」から「キャリア社会」へ

＜主な取組１＞

 
「実践キャリア・アップ制度」の導入・普及

新たな成長分野をはじめとして実践的な職業能力育成（キャリア・アップ）が急務となっている

 一方で、若者や非正規労働者など能力育成の機会に恵まれない人々の増大や、企業の人材育

 成機能の低下が指摘されている。
このため、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、新たな経済成長を支える「人づくり」を推進

 する観点から、職業能力評価と教育・能力開発を結び付け一層の体系化を図った上で、一企業

 内にとどまらず社会全体で実践的なキャリア・アップを図る戦略プロジェクトを推進する。

（１）「５か年目標」の策定
新たな成長分野や「人づくり」の効果が高い分野などを中心に、実践的な職業能力育成・評
価を推進する「実践キャリア・アップ制度」の導入・普及の「５か年目標」を策定する。

（２）「実践キャリア・アップ制度」導入第１次プランの策定
上記目標を踏まえ、第１次プラン（２２～２３年度）を策定する。
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「５か年目標」の骨子

『『実践キャリアアップ戦略実践キャリアアップ戦略』』構想骨子②構想骨子②（５月２５日実践キャリアアップ戦略推進チーム）（５月２５日実践キャリアアップ戦略推進チーム）

①戦略分野の選定
５年間で制度導入を想定している分野を選定

②職業能力評価制度（『キャリア段位』制度）の導入（「日本版ＮＶＱ」の創設）
実践的な職業能力を明確化し、教育・能力開発と結び付け、能力を客

 
観的に評価する『キャ

 リア段位』制度を導入

③各分野の職業能力育成（キャリア・アップ）プログラムの策定
＜「キャリア・アップ・プログラム」の目指す方向＞
ⅰ）企業内ＯＪＴ重視
ⅱ）「学習ユニット積上げ」方式の導入
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『『新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～』』（６月１８日閣議決定）（６月１８日閣議決定）

２１世紀日本の復活に向けた２１の国家戦略プロジェクト

Ⅵ．雇用・人材分野における国家戦略プロジェクト

19．
 

「キャリア段位」制度「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入

時代の要請に合った人材を育成・確保するため、実践的な職業能力育成・評価実践的な職業能力育成・評価を推進

 する「実践キャリア・アップ制度」「実践キャリア・アップ制度」では、介護、保育、農林水産、環境・エネルギー、介護、保育、農林水産、環境・エネルギー、

 観光など新たな成長分野観光など新たな成長分野を中心に、英国の職業能力評価制度（NVQ：National 
Vocational Qualification）を参考とし、ジョブ・カード制度などの既存のツールを活

 用した『『キャリア段位キャリア段位』』を導入・普及する（日本版を導入・普及する（日本版NVQ NVQ の創設）の創設）。あわせて、育成プロ

 グラムでは、企業内OJT を重視するほか、若者や母子家庭の母親など、まとまった時間

 が取れない人やリカレント教育向けの「学習ユニット積上げ方式」「学習ユニット積上げ方式」の活用や、実践キャ

 リア・アップ制度と専門学校・大学等との連携専門学校・大学等との連携による学習しやすい効果的なプログラム

 の構築を図る。

同時に、失業をリスクに終わらせず、新たなチャンスに変えるための「セーフティ･

 ネットワーク」の実現を目指し、長期失業などで生活上の困難に直面している人々を個

 別的・継続的・制度横断的に支える「パーソナル・サポート」を導入するほか、就労・

 自立を支える「居住セーフティネット」を整備する。



「介護」「保育」「農林水産」「環境・エネルギー」「観光」などの新成

 
長分野や、「人づくり」の効果の高い分野などを中心に、職業能力

 
評価・育成を推進

●日本版●日本版ＮＶＱＮＶＱの創設の創設

●失業を新たな職業能力や技術を身につけるチャンスに変える●失業を新たな職業能力や技術を身につけるチャンスに変える「セーフティ・ネットワーク」「セーフティ・ネットワーク」の実現の実現

多様かつ高度で、
予測困難な業務が可能

主に予測できる

定型業務が可能

○段位

○段位

○段位

２段位

初段位

座学＋OJT
（ジョブ・カード制度の活用等）

パーソナル・サポーターが、支援を必要としている人に対して、個別

 
的かつ継続的な相談・カウンセリングの実施、本人の抱える問題の

 
全体的な把握、必要なサービスのコーディネイト、

 

自立に向けた

 
フォローアップを実施

家族や地域社会、企業とのつながりを失い、様々

 
な生活上の困難に直面し、本人の力だけでは

 
個々の支援を適確に活用して自立することが難

 
しい利用者

パーソナル・サポーター＝専門知識ある友人
（友人は施設や制度が変わっても友人）

病院
・施設

役所

就労先
・訓練機関

法律家

（NVQ：英国で20年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度）

2020年目標2020年目標

主な施策主な施策

「キャリア段位」制度 パーソナル・サポート制度

「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入

『成長を支える「トランポリン型社会」の構築』



8

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

（参考）新成長戦略工程表（参考）新成長戦略工程表

 
『『ⅥⅥ

 
雇用・人材戦略雇用・人材戦略

 
～「出番」と「居場所」のある国・日本～～「出番」と「居場所」のある国・日本～

 
②②』』

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

職業訓練の在り方に関する検討開始（訓

 

練を受ける者の選択に資する仕組みの

 

検討を含む。）

技術革新等に対応した公共職業訓練のカ

 

リキュラムの見直し及び教官の養成

６．「実践キャリア・アップ戦略」の推進

・「実践キャリア・アップ戦略」の推進体

 

制の整備
・５か年目標及び導入プランの策定

等

・職業能力を客観的に評価する「キャリア段位」制度の導入（「日本版ＮＶＱ」の創設）
・大学・専門学校等の教育システムとの連携

ジョブ・カード取得者

 

300万人

日本版NVQへの発展

 

大学のインターンシップ実施率：100％
大学への社会人入学者数：９万人

専修学校での社会人受入れ総数：15万人

自己啓発を行っている労働者の割合

正社員70％、非正社員50％
公共職業訓練受講者の就職率：

施設内80％、委託65％ ＊

年次有給休暇取得率：７０％

週労働時間60時間以上の雇用

 
者の割合：５割減

 

＊

労働時間等設定改善法に基づく「指針」

 

の見直しによる年次有給休暇の取得促

 

進等

８．ワーク・ライフ・バランスの実現

最低賃金引上げ（全国最低800 
円、全国平均1000円 ）＊

雇用の安定・質の向上により生

 
活不安を払拭し、内需主導型経

 
済成長の基盤を構築

９．同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進等

労働災害発生件数を

 
３０％引下げ

メンタルヘルスに関する措置を受け

 

られる職場の割合：100%

受動喫煙のない職場の実現

 

＊

10．職場における安全衛生対策の推進

職場におけるメンタルヘルス対策、受

 

動喫煙防止対策に係る労働政策審議

 

会での検討・結論

パートタイム労働者、有期契約労働者、

 

派遣労働者の均衡待遇の確保と正社

 

員転換の推進

所要の見直し措置

・最低賃金について、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指す
・「円卓合意」を踏まえ、最低賃金の引上げと中小企業の生産性向上に向けた政労使一体となった取組

７．「地域雇用創造」の推進

「地域社会雇用創造事業」及び「重点分野雇用創造事業」等の活用による地域雇

 

用の創造
成長分野を中心に、地域に根ざ

 
した雇用の創造を推進

・有期労働契約に係る労働政策審議会での

 

検討開始
・労働者派遣法の見直し

施策のフォローアップ及び検討等

労働災害防止のため、事業者による労働災害の低減の取組の強化

・民間に委託する公共職業訓練の分

 

野・業務の拡大
・民間活用の際の成果報酬制度の拡充

＊の目標値は、内閣総理大臣主催の「雇用戦略対話」において、労使の

 

リーダー、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。また、これらの

 

目標値は、新成長戦略において、「2020年度までの平均で、名目３％、

 

実質２％を上回る成長」等としていることを前提。

指針に基づく取組の実績を踏まえた見直し等

・労働政策審議会において結論、

 

所要の見直し措置
・パートタイム労働法の施行状況を

 

踏まえた見直しの検討
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今後の進め方
 

－「構想骨子」（５月２５日）及び「新成長戦略」（６月１８日）を受けて－

◆

 
「キャリア段位制度」（職業能力評価制度）等の「基本方針」「キャリア段位制度」（職業能力評価制度）等の「基本方針」をとりまとめ。

◆

 
具体的検討事項
・

 

段位の数やレベルの設定

・

 

具体的な評価方法
・

 

教育システムとの具体的連携方法
・

 

既存制度（職業能力評価基準制度、資格・検定制度、ジョブカード制度等）との関係整理

 

（積極的活用を含む）
・

 

継続的な質保証策
・

 

職業能力育成プログラムの在り方（モジュール化された「学習ユニット積上げ」方式、「ｅ－ラーニング」等）
・

 

周知・広報体制

 

など

◆

 
２３年度までに導入する「第一次プラン対象分野」（３～４分野）２３年度までに導入する「第一次プラン対象分野」（３～４分野）を決定。

（分野案）

 
「介護・ライフケア」、「環境・エネルギー（含、林業）」、「食・観光」「介護・ライフケア」、「環境・エネルギー（含、林業）」、「食・観光」など

→

 

成長分野であって、一企業だけでなく多くの企業・産業に通用する専門家を育成するとの観点から選定

◆

 
速やかに分野毎の「作業部会」分野毎の「作業部会」を設置。分野毎の「職業能力評価基準」及び「職業能力
育成（キャリア・アップ）のためのカリキュラム」の策定に当たっての「論点整理」「論点整理」（年内目途）

①①

 
導入分野の決定導入分野の決定

 
（９月まで）（９月まで）

②②

 
分野横断的な制度設計分野横断的な制度設計

 
（年内目途）（年内目途）
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ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸳᭶㸯㸶日 

実践࣭ࣜࣕ࢟ッࣉ戦略 専門ࢫ࣮࢛ࣇࢡࢫࢱ 

 

 

 

 

―実践࣭ࣜࣕ࢟ッࣉ戦略ࠊࡣᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸴᭶㸯㸶日決定ࠕࡓࢀࡉ新ᡂ長

戦略ࠖ࠾い࡚ࠊ㸰㸯世紀ࡢ日本ࡢ復活向ࡓࡅ㸰㸯ࡢ国家戦略ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

 ࠋࡿい࡚ࢀࡽࡅ位置付࡚ࡋࡘࡦࡢ

―実践的࡞職業能力ࡢ評価࣭認定制度㸦ࣜࣕ࢟段位制度㸧ࢆ構築ࡶࡿࡍ

含ࢆࡾく࡙ࡳ組࡞滑ࡢ整備や労働移動ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ基࡙く育ᡂࢀࡑࠊ

整備࣭推進一体的࣭総合的࡚ࡋ戦略ࠖࣉッ࣭ࣜࣕ࢟実践ࠕࠊࢆ全体ࡓࡵ

 ࠋいく࡚ࡋ

―実践的࡞職業能力ࡢ評価࣭認定制度ࠊࡣ職業能力ࡢ共通言語化職業能力開

Ⓨ㸦人材育ᡂ㸧ࢆ進࡛ࡢࡶࡿࡵあࠊࡾ併ࠊ࡚ࡏ既存ࡢ資格制度等࡛ࡣ足࡚ࡋ

いࡿ部ศࢆ補う࡛ࡢࡶあࠋࡿ国ࡾྲྀࡢ組࡛ࡳ言えࡢࢫࣜࢠࠊࡤ NVQ 制度

㸦National Vocational Qualification㸧等ࡀ類似施策ࠋࡿ࡞ 

࡛ࠖࡁ肩書ࠕࡣ社会ࡢ࡛ࡲࢀࡇ― 評価ࡿࢀࡉ指摘ࡀࢀࡉち࡞社会࡛あࠊࡀࡓࡗ

実践࣭ࣜࣕ࢟ッࣉ戦略ࡍࡊࡵࡀ社会࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ以ୖࣜࣕ࢟ࠕ 能力ࠖࠕࠖ

࢙ࣇࣟࣉࠊࡋ目指ࢆ向ୖࡢࣝ࢟ࢫ専門的࡚ࡌ通ࢆ生涯ࠋࡿ社会࡛あࡿࡍ評価ࢆ

ッ࡚ࡋࣝࢼࣙࢩ誇ࢆࡾ持࡚ࡗ生ࡿࢀࡽࡁ社会ࡢ実現ࢆ目指࡚ࡋいくࠋ 

ࡿ࡞目安ࡢ職業能力開Ⓨࡿࡅ࠾企業や教育機関ࡣ各基準ࡢ段位ࣜࣕ࢟―

ࠋࡿあ࡛ࡢࡶࡿ࡞参考ࡢンࢨࢹࣜࣕ࢟࡞自ᚊ的ࡶ࡚ࡗ個人ࠊࡶ

断材料࣭参考指ุ࡞㔜要ࡢࡵࡓࡿࡍ評価࣭処遇ࢆ人材ࠊࡣ࡚ࡗ企業ࠊࡓࡲ

標ࡀࡇࡿ࡞期待࡛ࡢࡶࡿࢀࡉあࠋࡿ 

―狙いࢆ実現ࠊࡣࡵࡓࡿࡍ産学官ࡢ連携ࠊ労使ࡢ協力ࠊ省庁横断的ྲྀ組ࠊࡳ

中央地方ࡢ連携等ࡀḞ࡞ࡏいࠋ 

―本戦略ࡢ対象領域ࠊࡣᚋ雇用ࢆ創出࡚ࡋいく期待ࡿࡀᡂ長ศ㔝࡛あࠋࡿ

ศ㔝ࢣࣇ護࣭ࣛࠕࡣࡎࡲ 林業㸧ศ㔝ࠊࡴ㸦含࣮ࢠネ࢚ࣝ環境࣭ࠕࠖ 食࣭ࠕࠖ

観ගศ㔝ࠖ焦点ࢆ当࡚ࠕࠊ護人材 ࢝削減等人材㸦ࢫ࢞ネ࣭温室効ᯝ࢚省ࠕࠖ

࣮ボンマネ࣓ࢪンࢺ人材㸧ࠖࠕ㸴ḟ産業化人材  ࠋࡿࡍン対象業種ࣛࣉ第㸯ḟࠖࢆ

復興ࡢࡑࠊࡀࡓࡋⓎ生ࡀ東日本大震災ࠊ過程࡛ࡢ検討ࡢ本基本方針ࠊࡓࡲ―

当ࠕࠊࡣ࡚ࡗࡓ単ࡿ࡞復旧࡛࡞ࡣい創造的復興ࠖࡀ求࡚ࢀࡽࡵいࠋࡿ高齢化ࡀ進

地域資ࡢ田園や漁場等࡞豊ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ残ࡀ絆ࡢ地域社会ࡢࡢࡶࡿいࡣ࡛ࢇ

資料㸯 

Owner
四角形
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源ࢆ᭷ࡿࡍ被災地域ࡇࠊࡀうࡓࡋ特性ࢆ生ࠊࡓࡲࠊࡋ原Ⓨ事故࢚ࡿࡼネࣝ

ࠋࡿい࡚ࢀࡉ期待ࡀࡇࡿ࡞ࡅඛ駆ࡢ日本再生ࠊ越えࡾ乗ࢆ供給制約ࡢ࣮ࢠ

実践࣭ࣜࣕ࢟ッࣉ戦略ࡢ第㸯ḟࣛࣉンࡢ対象࡛あ࣮࢝ࠊࡿボンマネ࣓ࢪン

ࡶࡿ得ࡾ࡞力ࡿ支えࢆ復興࡞創造的ࠊࡣ護人材ࠊ㸴ḟ産業化人材ࠊ人材ࢺ

 ࠋいく࡚ࡋ進ಁࢆ制度化ࠊく࡞ࡇࡿࡵ緩ࢆ歩ࡢ検討ࠊࡾあ࡛ࡢ

業ࡢ中ࡢศ㔝ࡢࡘ㸱ࠊࡘࡘࡁ聴ࢆ意見ࡢ広く国民ࠊい࡚⥆業種ࡢࡽࢀࡇ―

種ࡽࡉࠊ社会的起業家ࡢࡑ࡞ࡢศ㔝࡛ᚋ大ࡁくᡂ長ࡿࡍ考えࡿࢀࡽ

業種ࡢ中ࠊࡽ社会的期待ࢆ考慮ࠊ࡚ࡋᖹᡂ㸰㸱ᖺ度中第㸰ḟࣛࣉン対象業

種ࢆ決定࡚ࡋいくࠋ 

 

 

 

 

࣭ 職業能力評価ࡢ階ᒙ全体ࢆ構ᡂࣞࠕࡿࡍベࣝࠖࡘい࡚ࠊࡣ図㸯࠾ࡢ

ベࣞࡢ全体ࠊࡋࡢࡶࡿ至ベࣝࠖࣞࣟࣉࠕࡽベ࣮ࣝࠖࣞࣜࢺン࢚ࠕࠊࡾ

ࣝ数ࠊࡣ原則ࠕ࡚ࡋ㸵段階ࠖࠋࡿࡍ 

ࡢ全体ࠊࡶࡽ観点ࡢいく࡚ࡏࡉ普及࣭ᾐ透速やࢆ本制度ࠊ࠾࡞ ࣭

骨格ࠊࡣ簡素ࡘศࡾ易いࠋࡿࡍࡢࡶ 

㸦注㸧全体ࣞࡢベࣝ数ࠊࡣ職業能力向ୖࢸࢫࡢッࣉ㸦いわゆ࣮ࢲࣛࣜࣕ࢟ࠕࡿ 㸧ࠖ

ࣔࡿࡍ対ࡳ組ࡾྲྀࡢ能力開Ⓨ࡚ࡗ働く個人ࠊࡽࡇࡿあ࡛ࡢࡶࡍ示ࢆ

࡛ࡇࡿ࡞多くࡀࢀࡑࠊ方ࠋ必要ࡀ数ࡢ程度ࡿあࠊうࡼ働くࡀンࣙࢩベ࣮ࢳ

制度運用関ࡿࡍ社会的コࡶࢺࢫ増大ࠊࡽࡇࡿࡍ過剰࡞ࡣ࡛ࡁࡍいࠋ 

 

࣭ 国際的࡞能力評価制度ࠊ例えࡤ EU ࡢ European Qualifications 

Framework㸦㸶階ᒙ㸧ࠊࡵࡌࡣࢆ育ᡂ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉ機関ࡢ質保証ࢆ図ࡓࡿ

いࡘ連動性࣭整合性ࡢࡽࢀࡇࡣ将来的ࠊえࡲ踏ࡶ動向ࡢ基準等ࡢࡵ

 ࠋࡿࢀ入視㔝ࠊ程度ࡿあࠊࡶ࡚

 

度ࡍ示ࡀベࣝࣞࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢベࣝࣞࣟࣉࠊベ࣮ࣝࣞࣜࢺン࢚ ࣭

合ࠊࡣ業種ࡀ異ࡶ࡚ࡗ࡞概ࡡ同程度࡛あࡀࡇࡿ望ࡋࡲいࠋ 
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 ࠋࡿࡍࡾ通ࡢ以ୗࡣ定義ࡢࡈベࣝࣞࡢࢀࡒࢀࡑ  ࣭

ベࣝ㸯ࣞࠕ－   㸦࢚ࠖン࣮ࣞࣜࢺベࣝ㸧ࠊࡣ一定期間ࡢ教育࣭訓練ࠊࡅཷࢆᑟ

入研修ࢆ終えࡓ程度ࡢ能力ࢆ持ࡘ段階㸦職業準備教育ࡓࡅཷࢆ段階㸧

 ࡿࡍ

段階ࡿࡁ࡛ࡀ事ࡢ程度ࡿあࠊࡶࡢ指示ࡢ一定ࠊࡣベࣝ㸰ࠖࣞࠕ－  

 ࡿࡍ

 ࡿࡍ段階ࡿࡁ࡛ࡀ事ࡢ一人前ࠊࡶく࡞ࡀ指示等ࠊࡣベࣝ㸱ࠖࣞࠕ－  

ベࣝ㸲ࣞࠕ－   㸦ࠖࢀࡇ以ୖࣞࣟࣉࡣベࣝ㸧ࠊࡣ一人前ࡢ事ࡇࡿࡁ࡛ࡀ

加え࡚࣒࣮ࢳࠊෆ࡛࣮ࣜࢩ࣮ࢲッࢆࣉⓎ揮ࠊࡶࡇࡿࡍ必要応ࡌ 指ࠕ࡚

示ࠖやࠕ指ᑟࠖࢆ行うࡿࡁ࡛ࡶࡇ段階࡛あ࡚ࡋࣟࣉࠊࡾ高度࡞専門

 ࡿࡍ段階ࡿࡍ᭷ࢆࣝ࢟ࢫ

専門ศ㔝࣭業種ࡢ特定ࠊ加え࡚ࣝ࢟ࢫࡢベࣝࣞࣟࣉࠊࡣベࣝ㸳ࠖࣞࠕ－  

ࡢ独自ࡢ人ࡢࡑࠊࡣいࡿあࠊࡿい࡚ࡗ持ࢆ専門性࡞高度ࡽࡉࡿࡅ࠾

方法㸦ࢸࣜࢼࢪࣜ࢜㸧ࡀ顧客等ࡽ認知࣭評価࡚ࢀࡉいࡿ段階ࡿࡍ 

ベࣝ㸴ࣞࠕ－   ࠊࡾ段階࡛あࡢࣟࣉࡿい࡚ࡋ残ࢆ実績࡞多大ࡣベࣝ㸵ࠖࣞࠕࠖ

特ࣞベࣝ㸵ࡢࡑࡣศ㔝ࢆ代表ࢺࡿࡍッ࢙ࣇࣟࣉ࣭ࣉッࡢࣝࢼࣙࢩ段階

 ࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡇࡿࡍ設計ヲ細ࢆ࡛ࡲベࣝ㸳ࣞࡽベࣝ㸯ࣞࡣ当面ࠊ࠾࡞

 

ࣞベࣝ㸵 段階ࡢࣝࢼࣙࢩッ࢙ࣇࣟࣉ࣭ࣉッࢺࡿࡍ代表ࢆศ㔝ࡢࡑ

ࣞベࣝ㸴

ࣞベࣝ㸳

ࡽࡉࡿࡅ࠾専門ศ㔝࣭業種ࡢ特定ࠊ加え࡚ࣝ࢟ࢫࡢࣟࣉ

高度࡞専門性ࢆ持࡚ࡗいࠊࡿあࡿいࡢࡑࠊࡣ人ࡢ独自ࡢ方法

㸦ࢸࣜࢼࢪࣜ࢜㸧ࡀ顧客等ࡽ認知࣭評価࡚ࢀࡉいࡿ段階

ࣞベࣝ㸲

一人前ࡢ事ࡇࡿࡁ࡛ࡀ加え࡚࣒࣮ࢳࠊෆ࡛࣮ࣜࢩ࣮ࢲッ

行うࢆ指ᑟࠖࠕ指示ࠖやࠕ࡚ࡌ応必要ࠊࡶࡇࡿࡍⓎ揮ࢆࣉ

ࡍ᭷ࢆࣝ࢟ࢫ専門࡞高度࡚ࡋࣟࣉࠊࡾ段階࡛あࡿࡁ࡛ࡶࡇ

段階ࡿ

ࣞベࣝ㸱 指示等࡞ࡀくࠊࡶ一人前ࡢ事ࡿࡁ࡛ࡀ段階

ࣞベࣝ㸰 一定ࡢ指示ࠊࡶࡢあࡿ程度ࡢ事ࡿࡁ࡛ࡀ段階

ࣞベࣝ㸯

࣮ࣜࢺン࢚

ࣞベࣝ

一定期間ࡢ教育࣭訓練ࠊࡅཷࢆᑟ入研修ࢆ終えࡓ程度ࡢ能力ࢆ

持ࡘ段階㸦職業準備教育ࡓࡅཷࢆ段階㸧

ベࣝࣞࣟࣉ

当面

ヲ細設計ࡿࡍ

ࣞベࣝ
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࣭ 業種ࠊࡈ例えࡤ専門ศ㔝等対応࡚ࡋ必要ࡀあࡿ認ࡿࢀࡽࡵ場合

ᯞࠕ以ୖࡘ㸰ࠊ࡛ୖࡓࡋ考慮ࢆ当ヱ専門性ࠊࡶ࡚ࡗベ࡛ࣝあࣞࡌ同ࠊࡣ

ศࡿࡍࠖࢀ評価体系ࡿࡍ場合ࡀあࡾ得ࠋࡿ 

  㸦例：㸴ḟ産業化人材ࡢ場合㸧 

い場࡞ࡢ必要ࡿࡍ設定ࢆベࣝࣞࡢ全࡚ࡶࡋࡎ必ࠊࡣ࡚ࡗࡼ業種ࠊࡓࡲ ࣭

合ࡶあࡾ得ࠋࡿ 

 

 

 

࣭ 本制度ࡿࡅ࠾評価方法ࡘい࡚ࠊࡣ 

ձ 認証ࡓࢀࡉ育ᡂࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᒚ修ࠊ 

ղ 既存資格ྲྀࡢ得ࡿࡼ代᭰評価ࠊ 

ճ セッ࣮ࢧ㸦評価者㸧ࡿࡼ実践的ࡢࣝ࢟ࢫ評価ࠊ 

採択࣭ࢆ方法࡞適ษࡓࡌ応ศ㔝࣭業種࣭ࣞベࣝ等ࠊࡽ中ࡢ方法ࡢࡘ㸱ࡢ

組ࡳ合わࡼࡿࡁ࡛ࡏうࠋࡿࡍ 

 

࣭ 評価方法ࡘい࡚ࠕࠊࡣわࡿ㸦知識㸧ࠖ 㸧ࠖࣝ࢟ࢫ㸦実践的ࡿࡁ࡛ࠕ ࡢ

両面ࢆ評価ࠊࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿࡍࡇࡿࡍ実際ࡢࡑ職業就い࡚ࡢ程

度ࡢ職務ࡢ遂行ࡀࡢࡿࡁ࡛ࡀศࠋࡿࡍࡢࡶࡿ 

㸦知識㸧ࠖࡿわࠕ ࣭ 認証ࡵࡌࡽあࠊ方法ࡿࡼ筆記試験ࠊࡣい࡚ࡘ

ࡽ考えࡀ方法ࡿࡍ評価࡚ࡗࡶࢆᒚ修ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ育ᡂ࡞標準的ࠊࡓࢀࡉ

教育࣭訓練ࠊ効率化ࡢ運用ࡢ制度全体ࠊࡀࡇࡿࡍ採択ࢆᚋ者ࠊࡀࡿࢀ

࡚ࡗࡓ当認定ࡢᒚ修ࡢ個々人ࠊࡋ但ࠋࡿ㔜要࡛あࡽいう観点連動ࡢ

 ࠋࡿ必要࡛あࡀࡇࡴ込ࡳ組ࢆ実施等ࡢࢺࢫࢸࡢࡵࡓࡢ確認ࡢ知識水準ࠊࡣ

㸧ࠖࣝ࢟ࢫ㸦実践的ࡿࡁ࡛ࠕ ࣭ 事ࡢࡑえ࡚一定期間ࢆ課題ࠊࡣい࡚ࡘ

ぶࡾ結ᯝࢆ評価ࡿࡍ方法やࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ実務経験やᡂᯝ物ࢆ評価ࡿࡍ方

法ࡀ࡞考えࣟࣉࠋࡿࢀࡽ以前ࣞࡢベࣝ࠾い࡚ࡣ前者ࡢ方法ࣞࣟࣉࠊࡀ

ベ࡛ࣝあࡤࢀᚋ者ࡢ方法ࡾࡼࡀ᭷効考えࠊࡀࡿࢀࡽศ㔝࣭業種࣭ࣞベࣝ

 ࠋࡿࢀࡽ考え現実的ࡀࡇࡿࢀࡉ運用ࡋ採択ࢆ方法࡞適ษࠊࡾࡼ

  㸦注㸧࢚ン࣮ࣞࣜࢺベࣝࡿࡅ࠾実務経験ࡢ評価ࡘい࡚ࠊࡣ育ᡂ࠾࣒ࣛࢢࣟࣉ

可能ࡶࡇࡿࡍ代᭰ࡾࡼ࡞評価ࡿࡍ対等ࣉッࢩン࣮ࢱン実習やࡿࡅ
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実うࡼࡢࠊࡋ対得希望者ྲྀࡿࡅ࠾教育機関等ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ考え

務経験ࢆ評価ࡘࡿࡍい࡚ࠊࡣ引ࡁ⥆ࡁ検討࡚ࡋいく必要ࡀあࠋࡿ 

 

࣭ 既存ࡢ国家資格や᭷力࡞民間職業資格等ࡘい࡚ࡢࡑࠊࡣ資格ྲྀ得ࡶࢆ

ศ㔝࣭業種࣭ࠊうࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ代᭰ࢆ一部ࡢࡑࡣࡓࡲ評価全体ࠊ࡚ࡗ

ࣞベࣝ応ࠊ࡚ࡌ検討ࠋࡿࡍ 

 

࣭ 評価ࠊࡣ育ᡂࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᒚ修や資格ྲྀࡢ得ࢆࡢࡶࡿࡼ除ࠊࡁあࡽ

࣮ࢧセッࠕࡓࢀࡉⓏ録ࡵࡌ 㸦ࠖ評価者㸧ࡾࡼ行わࡇࠊࡀࡿ࡞ࡇࡿࢀ

想ࡀ࡞指ᑟ員ࡢ職業訓練機関ࠊ教員ࡢ教育機関ࠊࣟࣉࡢ企業ෆࠊࡣࢀ

定ࠋࡿࢀࡉ 

ࡋ修了ࢆ講習࡞必要ࠊࡋベࣝ㸦ࣞベࣝ㸲以ୖ㸧ࣞࣟࣉࠊࡣ࣮ࢧセッ ࣭

 ࠋࡿࡍ者ࡓࢀࡉⓏ録ࠊ࡛ୖࡓ

 

࣭ 職位ࡣ企業ࡢࡈ個ูࡢ基準࡚ࡗࡼ任用࡛ࡢࡶࡿࢀࡉあࠊࡾ客観的基

準࡞ࡽ࡞いࠊࡵࡓ評価基準ࠕ職位ࠖࢆ当࡚ࡣࡇࡿࡵࡣ避࡛ࡁࡿࡅ

あࡢ࣒࣮ࢳࠊ࠾࡞ࠋࡿマネ࣓ࢪンࢆࢺ伴う場合ࠊࡣ職位࡛࡞ࡣくࠊマネࢪ

࣓ン࡚ࡋࣝ࢟ࢫࢺ基準ࢆ設定ࠋࡿࡍ 

࣭ 忙ࡋい事ࡢ合間ࡶ少ࡘࡎࡋ育ᡂࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᒚ修ࡼࡋうࡿࡍ社会

人ࠊ࡞⥅⥆的࡞学習ࡀ困難࡞人ࡿࡼ本制度ࡢ活用ಁࢆ進ࠊࡶࡵࡓࡿࡍ

各ࣞベࣝࡢ評価ࡣ一括࡛࡞くࠊ評価基準ࢆ幾ࢽࣘࡢࡘッࢺศ割ୖࡓࡋ

 ࠋࡿࡍ併用ࡶいく方式࡚ࡆୖࡳ積ࢆ評価ࡢࡈࢺッࢽࣘࠊ࡛

࣭ 本制度ࡀ特新ᡂ長ศ㔝ࢆ対象࡛ࡢࡶࡿࡍあࡶࡇࡿ鑑ࠊࡳ各業種

ࠊやࡋ見直ࡢ一定期間ᚋࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ能力評価や育ᡂࡓࢀࡉい࡚策定ࡘ

ࣞベࣝྲྀ得者ࡢ一定期間ᚋࡢ更新ࡢࡵࡓࡢ枠組ࡘ࡞ࡳい࡚ࠊࡶ引ࡁ⥆

 ࠋࡿࡍ検討ࡁ

 

 

 

࣭ 全体ࡢ制度運営当ࠕࠊࡣ࡚ࡗࡓ制度全体ࢆ統括ࡿࡍ機能࣭組織ࠖࡢࠊ

各ศ㔝࣭業種ࡈ 
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ձ ࠕセッࡢ࣮ࢧ育ᡂ࣭評価ࢱ࣮ࢹࠊ管理ࢆ行う機能࣭組織ࠖ 

ղ ࠕ育ᡂࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ認証ࢆ行いࠊ研修機関ࡢ選定ࢆ行う機能࣭組織ࠖ 

 ࠋࡿ࡞必要ࡀ機能࣭組織ࡿࡍ᭷ࢆ公共性ࡢ一定ࠊ࡞

セッղࠊձྲྀ得者㸦個人㸧ࠊࡣい࡚ࡘࢫベ࣮ࢱ࣮ࢹࡿࡍ管理ࠊ࠾࡞ ࣭

ࡇࡿ࡞必要ࡀ㸱種類ࡶく࡞少ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ㸦評価者㸧ճ育ᡂ࣮ࢧ

留意ࡀ必要࡛あࠋࡿ 

࣭ 実践࣭ࣜࣕ࢟ッࣉ戦略ࡀ少࡞くࠊࡶ当面ࠊ㸳ᖺࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ

࡛あࢆࡇࡿ踏ࡲえࠊ遅くࠊࡶ㸳ᖺᚋࡣ安定的࡞運営体制ࡀ構築࡛ࡁ

 ࠋいく࡚ࡵ進ࢆ準備速やࠊ来ᖺ度以降ࠊ行いࢆ検討ࠊうࡼࡿ

࣭  ᚋࣞࠊベࣝྲྀ得ࡿࡍ者や事業者等ࡢ負担ࡢ軽減等ࢆ考えࠊࡤࢀ国࡛

場ࡿい࡚ࡗ担ࡀ団体等ࡢ企業࣭事業者ࡿࡍ関連ࢆ一部ࡢ機能ࡢࡽࢀࡇࠊࡶ

合ࡀ多いࡼうࠊᡃࡀ国࠾い࡚ࠊࡶ行政以外ࡢ組織ࡢ活用ࡶ含ࠊࡵ検討

ࠊ数ࡢ者ࡿࡍベࣝྲྀ得ࣞࠊ࡚ࡗࡼศ㔝࣭業種ࠊࡋࡋࠋࡿあࡀ行う必要ࢆ

㸧ࠖࣝ࢟ࢫ㸦実践的ࡿࡁ࡛ࠕ ࠊࡽࡇࡿ࡞く異ࡁ大ࡀ条件ࠊ評価方法等ࡢ

 ࠋࡿあࡀ必要ࡿࡍ検討ࢆ運営体制ࡓࡋ適ศ㔝࣭業種ࡢࢀࡒࢀࡑ

࡞い࡚ࡋ存在ࡀ団体等ࡢ企業࣭事業者ࡿࡍ関連ࠊࡣ新ᡂ長ศ㔝࡛ࠊࡓࡲ ࣭

いศ㔝ࡶ多いࡇࠊࡽࡇうࡓࡋศ㔝࠾い࡚ࠊࡣ産学官ࡀ参加ࡓࡋ会議

体ࢆ構ᡂࡿࡍ方法ࢆ含ࠊࡵ検討ࠋࡿࡍ  

教育機関や事業者等ࡢ関ಀࠊࡣ࡚ࡗࡓ当実施ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ育ᡂࠊ࠾࡞ ࣭ 

 ࠋࡿあࡀ必要ࡿࢀࡉ反映ࡀ意見ࡢ

 

  第㸯ḟࣛࣉン対象業種ࡘい࡚ࠊࡣ各ワ࣮࢟ン࠾ࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࢢい࡚ࠊ職

業能力評価ࡢ階ᒙࢆ構ᡂࡿࡍ各ࣞベࣝ求ࡿࢀࡽࡵ能力ࡢ基本的࡞考え方等

能力࡞具体的ࠊ基ࢆࢀࡇࠊࡣい࡚࠾ᖺ度ࠊえࡲ踏ࢆࡇࡓࢀࡉ整理ࡀ

評価ࡢ基準及ࡧ育ᡂ࣒ࣛࢢࣟࣉ㸦以ୗࠕ能力評価ࡢ基準等ࠖいうࠋ㸧ࢆ策定

 ࠋࡿࡍࡇࡿࡍ

評価ࣞベࣝ᭱ࡢ終的࡞決定当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ各業種ࠊࣞࡈ ベࣝࡢ妥当性や

評価項目や評価方法ࡢ妥当性等ࡘい࡚十ศ࡞検証ࡀ必要࡛あࠊࡽࡇࡿ 

ࡇ行うࢆ実証事業ࠊ࡛ୖࡓࡋ策定ࢆ案ࡢ基準等ࡢ能力評価࡞具体的ࢀࡒࢀࡑ 

ࢆ検討ࠊࡘࡘࡳࢆ結ᯝࡢ実証事業ࠊࡣ運営体制や࣮ࣝࣝ࡞恒久的ࠋࡿࡍ

行࡚ࡗいくࠋ 

 

 ࣭ 㸦㸰㸧ࡢ実証事業ࡢ実施当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ業種ࠊ࡚ࡗࡼ能力評価ࡢ基準等ࠊ

評価方法ࡶ異ࠊࡽࡇࡿ࡞各ワ࣮࢟ン࠾ࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࢢい࡚ࠊ実証事業ࡢ
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ෆ容ࡢࡑࠊ結ᯝࢆ踏ࡲえࡓ能力評価ࡢ基準等ࡢ検討ࢆ行うࠊ࠾࡞ࠋ能力評価

࣭ࢢン࢟各ワ࣮ࠊ࡚ࡌ応必要ࠊࡣ࡚ࡗࡓ当ࡿࡍ策定ࢆ具体策ࡢ基準等ࡢ

 ࠋࡿࡍ設置ࢆᑠ委員会ࡢࡵࡓࡢ起草ࠊୗࡢࣉ࣮ࣝࢢ

࣭  本࠾ࢫ࣮࢛ࣇࢡࢫࢱい࡚ࠊࡣ引ࠊࡁ⥆ࡁ関ಀ省庁ࡶ連携ࠊࡽࡀ࡞ࡋ業

種間ࡢ整合性ࢆ図ࠊࡾ制度全体ࡢ設計ࢆ統括ࠊࡋ検討ࢆ進ࠋࡿࡵ 

大ࡀ電力供給ࡾࡼ東日本大震災ࠊࡣい࡚ࡘ人材ࢺン࣓ࢪボンマネ࣮࢝  ࣭

幅減少࡚ࡋいࡿ中ࠊ業務部門ࠊ家庭部門ࢆ含ࠊࡵ幅広い節電対策ྲྀࡢ組ࡳ

本ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿい࡚ࢀࡽࡵ求ࡀࡋ前倒ࡢ人材育ᡂࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞必要ࡀ

格的࡞実施体制ࠊࡣ࡚ࡋ当面ࡢ間ࠊ能力評価࣭ࣞベࣝ認定ࢆ行うࡢࡵࡓ専

門家等࡛構ᡂࡿࢀࡉ委員会ࢆ設置ࠊࡋ当ヱ委員会࠾い࡚ࠊ併ࠊ࡚ࡏ育ᡂࣉ

ࡍࡇࡿࡵ進ࢆ行う方向࡛検討ࢆ管理等ࡢࢫベ࣮ࢱ࣮ࢹࠊᢎ認ࡢ࣒ࣛࢢࣟ

 ࠋࡿ

 

࣭ 本制度࡚ࣞࡗࡼベࣝ認定ࡓࡅཷࢆ求職者ࡀ転就職ࢆ実現ࡿࡍ際ࠊࡣ積

極的ࡀࢻ࣮࣭࢝ࣈࣙࢪ活用ࡼࡿࢀࡉうࠊ制度運用ࢆ図࡛ࡁࡿあࡢࡑࠊࡾ

際ࡢࢻ࣮࣭࢝ࣈࣙࢪࠊ様式等ࡘい࡚ྲྀࠊࡶ得ࣞベࣝࢆ訴求ࡵࡓࡿࡍ一ᒙ

使いやࡍいࠋࡿࡍࡢࡶ 

連携ࡶ求職者支援制度ࡿࢀࡉ創設本ᖺ度ࠊࡣい࡚ࡘ本制度ࠊࡢࡑ ࣭

本ࠊࡶい࡚ࡘ࣒ࣛࢢࣟࣉ訓練ࡢ公共職業訓練ࡢ既存ࠊࡓࡲࠋいく࡚ࡗ図ࢆ

制度ࣞࡢベࣝ認定ࡢ整合性ࡀ確保ࡀࡇࡿࢀࡉ期待ࠋࡿࢀࡉ 

 

 

 

 ࣭ ձ大学࣭短大࣭専門学校ࠊ職業訓練機関等ࠕࡿࡍࡵࡌࡣࢆ教育࣭研修

機関ࠖ対ࠊࡣ࡚ࡋ本制度連携ࡓࡋ育ᡂࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉ積極的開Ⓨࢀࡉ

 ࠋࡿࡍうࡼࡿ

人材派ࠊ民間職業紹機関ࠊࢡワ࣮࣮ࣟࣁ㸦ࢫビ࣮ࢧղ労働市場ࠊࡓࡲ  ࣭

遣会社等㸧対ࠊࡣ࡚ࡋ本制度ࡢ能力評価ࡀ積極的活用ྲྀࠊࢀࡉ得ࣞベ

 ࠋࡿࡍうࡼくࡘࡧ結ࣉッ࣭ࣜࣕ࢟適ษࡀ昇ୖࡢࣝ

ࢆ活用ࡢ本制度ࡢ単位࡛ࡢ企業等ࠊࡣ࡚ࡋ対ճ企業等事業者ࠊࡽࡉ  ࣭

図ࠊࡾࡼࡇࡿ企業ෆ㹍ＪＴ等ࢆ通ࠊࡌ在職者ࣞࡿࡼベࣝྲྀ得ಁࡀ進

 ࠋࡿࡍうࡼࡿࢀࡉ

 ࠋいく࡚ࡗ行総合的ࢆ普及活動࡞一体的ࠊうࡼࡿࡵ進࡚ࡋ並行ࢆࡽࢀࡇ  ࣭
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࣭  個人ࡢ本制度ࡢ普及࣭ᾐ透ࠊࡣࡵࡓࡢ企業ෆࡢ制度ࡢᾐ透や労働

市場࣮ࢧビࢆࢫ通ࡓࡌ転就職ࡿࡅ࠾活用ࡀḞ࡞ࡏいࠋ 

創設ࡢ本制度ࠊᚋࠊࡣい࡚ࡘ助ᡂ措置等ࡿ࡞必要際ࡢࡑࠊ࠾࡞  ࣭

 ࠋいく࡚ࡋ中࡛検討ࡢࡳ枠組ࡢ普及࣭ᾐ透方法ࠊ途ูࡣ議論ࡿಀ

 

࣭ 専門人材ࡘい࡚ࠊࡣいわゆࢺࠕࡿッࢆࠖࣟࣉ࣭ࣉ頂点࡚ࡋ裾㔝ࡀ拡

大࡚ࡋいくࡇ鑑ࠊࡳ本制度ࡢ普及࣭ᾐ透ಀࡿ᭷効࡞手段ࠊࡶ࡚ࡋ

ࡢ࡞相互認証ࠊࡣい࡚ࡘࣟࣉ࣭ࣉッࢺࡿࡅ࠾ศ㔝࣭業種ࡢࢀࡒࢀࡑ

形࡛早期ࣞベࣝྲྀ得ࠋࡍಁࢆ 

 

࣭ 特教育機関ࡀ少࡞い地方在住者や事ࡢࡽࡀ࡞ࡋࢆ学習ࢆ望ࡴ人々ࡢ

e－learningࠊࡵࡓ  ࠋいく࡚ࡋᑟ入積極的ࢆ手法ࡢ

 

࣭ ᡃࡀ国企業ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ化及ࢀࡇࡧ伴う人材ࡢᾏ外展開ࡣࡓࡲࠊᾏ外

国ࡿࡍࡵࡌࡣࢆࢪࠊࡣ将来ࠊࡾࡼࡇࡿ図ࢆ育ᡂ等ࡢ人材ࡢ

ࠊࡽ制度設計当初ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ図積極的ࢆ普及࣭ᾐ透ࡢ本制度ࠊࡶ

本制度ࡢᾏ外展開ࢆ前提ࡓࡋ制度設計ࢆ行うࠋ 

 

 ࣭ 実践࣭ࣜࣕ࢟ッࣉ戦略ࢆ展開ࡿࡍ各業種ࠊࡈ関連ࡿࡍ産学官等

積極的ࢆ各種広報ࠊࡋ設置ࢆ推進母体ࠖࠕࡢ推進協議会等ࡿࡼ連携ࡢ

展開ࡇࡿࡍ等ࠊࡾࡼ本制度ࡢ一ᒙࡢ普及࣭ᾐ透ࢆ図ࠋࡿ 
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○大学࣭短大

○専門学校

○公共職業訓練

育ᡂ࣒ࣛࢢࣟࣉ

㸧ࣟࣉ㸦࣮ࢧセッ

実ᢏ࣭書類審査ࡿࡼ

既存資格

～

ＤＢ

○企業ෆࣟࣉ

○教員

○指ᑟ員

～

ＤＢ

○国家資格

○民間資格

企業ෆ

㹍ＪＴ

労働市場

ࢫビ࣮ࢧ

ࢻ࣮࢝ࣈࣙࢪ

活用

ＤＢ

ࣞベࣝ

認定

○従業員全体ࡢ

認証ࡶ

○処遇ࡢ参考

顧客࣭株主

㹎Ｒ

求職者
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䠄主査䠅 

大久保幸夫 内㛶府参与、䝸䜽䝹䞊䝖ワ䞊䜽䝇研究所所長 

 

䠄᭷識者䠅 

伊藤  健     慶應義塾大学大学院政策䞉メ䝕䜱䜰研究科特別研 

究准教授 

野浩一郎 学習院大学経済学部教授 

樋口  美雄 慶應義塾大学商学部教授 

堀  㐩也  前海㐨知、海㐨開拓記念館館長 

山田    久 日本総ྜ研究所調査部主席研究員 

䠄労使㛵係䠅 

青山 伸悦  日本商工会議所理䞉産業政策第一部長 

川本 裕康  䠄社䠅日本経済団体連ྜ会常務理 

團野 久茂  日本労働組ྜ総連ྜ会副務局長 

䠄教育㛵係䠅 

大越  孝  桜美林大学執行役員䞉副学長䞉教授 

亀山  幸ྜྷ 淑徳短期大学社会福祉学科教授 

山本  匡  学校法人小山学園理長 

䠄人ᮦ㛵係団体他䠅 

岡 Ⓩ志雄  䠄社䠅日本人ᮦ派遣協会䠄㻔株㻕䝇タッフサ䞊ビ䝇䞉䝩 

䞊䝹䝕䜱ン䜾䝇 代表取締役社長䠅 

小川 健司  䠄独䠅情報処理推進機構参 

佐藤建次郎 䠄社䠅日本人ᮦ紹業協会専務理 

藤ᮧ 伸治  䠄独䠅雇用䞉能力開Ⓨ機構能力評価課長 

山口  満  中央職業能力開Ⓨ協会能力開Ⓨ支援部長 
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専門タ䝇䜽フ䜷䞊䝇 検討経緯 

 

 

 

○第䠍回会ྜ䠄ᖹ成 㻞㻞 ᖺ 㻤 ᭶ 㻟㻝 日䠅 

䞉実践䜻ャ䝸䜰䞉䜰ップ戦略䛂䜻ャ䝸䜰段位制度䛃䛻ついて 

 

 

○第䠎回会ྜ䠄ᖹ成 㻞㻞 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻣 日䠅 

䞉実践䜻ャ䝸䜰䞉䜰ップ制度䛂第一次プ䝷ン対象業種䛃䛻ついて 

 

 

○第䠏回会ྜ䠄ᖹ成 㻞㻞 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻠 日䠅 

㻔䠍䠅ワ䞊䜻ン䜾䞉䜾䝹䞊プ䠄ＷＧ䠅䛻ついて 

     䐟護人ᮦＷＧ 

     䐠省䜶ネ䞉温室効果䜺䝇削減等人ᮦＷＧ䠄䜹䞊䝪ンマネ䝆メン䝖人

ᮦＷＧ䠅 

     䐡䠒次産業人ᮦＷＧ䠄䠒次産業プ䝷ンナ䞊人ᮦＷＧ䠅 

䠄䠎䠅横断的制度設計䛻ついて 

 

 

○第䠐回会ྜ䠄ᖹ成 㻞㻟 ᖺ 㻝 ᭶ 㻝㻥 日䠅 

䠄䠍䠅ワ䞊䜻ン䜾䞉䜾䝹䞊プ䠄ＷＧ䠅䛻おける論点整理䛻ついて 

   䠄䠎䠅実践䜻ャ䝸䜰䞉䜰ップ戦略 基本方針䠄案䠅䛻ついて 

 

 

○第䠑回会ྜ䠄ᖹ成 㻞㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻤 日䠅 

䠄䠍䠅ワ䞊䜻ン䜾䞉䜾䝹䞊プ䠄ＷＧ䠅䛻おける論点整理䛻ついて 

   䠄䠎䠅実践䜻ャ䝸䜰䞉䜰ップ戦略 基本方針䠄案䠅䛻ついて 
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